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2019 年７月５日 

各      位 

会 社 名  シ ダ ッ ク ス 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役会長兼社長  志 太  勤 一 

（JASDAQ コード番号 ４８３７ ） 

問合せ先  取締役経営企画本部長 山 本  大 介 

（TEL．０３－５７８４－８９０９ ） 

 

臨時株主総会臨時株主総会臨時株主総会臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会及び普通株主による種類株主総会及び普通株主による種類株主総会及び普通株主による種類株主総会におけるにおけるにおけるにおける    
議案の一部上程取下げ議案の一部上程取下げ議案の一部上程取下げ議案の一部上程取下げに関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせ    

 

 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年５月 17 日付「資本業務提携及び第三者割当に

よる優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知

らせ」のとおり、2019 年７月 11 日開催予定の臨時株主総会及び同日開催予定の普通株主による

種類株主総会における議案として「定款一部変更」を上程することを決議しておりましたが、当

該議案の一部につきまして上程を取下げることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 なお、上記「資本業務提携及び第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本

金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」でお知らせしていた B種優先株式及び C種

優先株式の発行その他の予定に変更はございません。 

 

記 

 

１. 取下げの理由 

現行の定款の第６条を変更し、発行可能株式総数を１億４千万 250 株から１億８千万６千

５百株へ増加を行う予定でしたが、当該変更は会社法第 113 条第３項に抵触するものである

ことが明らかとなったため、取下げることを決定いたしました。 

 

２. 取下げとなる議案及び内容 

   2019 年７月 11 日開催予定の臨時株主総会及び同日開催予定の普通株主による種類株主

総会における議案として「定款一部変更」を上程することを予定しておりましたが、本議

案のうち、第６条（発行可能株式総数）の前段の発行可能株式総数の変更のみ、取下げる

ことといたしました。 

 

 

以上 


